
役員報酬規程

(目

的)

第 1条  この規程は、特定非営利活動法人LSス コラ育英基金 (以下「当基金」

と

いう。)の役員報酬に関する事項を定めたものである。

2.役員 とは、理事及び監事をいう。

(報酬基準の決定)

第 2条  役員の報酬は、当基金全体の運営管理に関する職務遂行状況を勘案 し、

理事

会が発議 し、総会の議決を経て確定する。

(費用の支給)

第 3条  役員がその職務を執行するために要 した交通費、旅費等の費用は支給す

る

ことができる。

(細則 )

第 4条  この規程の施行について必要な細則は、理事会が定める。

付 則

1.こ の規程は、平成 29年 3月 1日 から施行する。

2.当基金は、当面、役員への報酬は支給 しないものとする。



職員の給与支給に関する規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人 LSス コラ育英基金 (以下 「当基金」という。)

の職員の給与の取扱いに関する事項について定めたものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、当基金に職員として採用されたものに対して適用する。

(給与の決定)

第 3条 給与額は職員の勤務形態に応 じて、理事長がこれを定めるものとする。なお、給

与額は月額で定める。ただし、勤務形態がパー トタイムの場合には、時間給で定める。

(計算期間および支払日)

第4条 給与は、 1日 から末日までの分を当月末日に支給する。

2.パー トタイムの場合は、当月の総勤務時間数×時間給で計算した額を当月末日に支給

する。

3.給与支給日が金融機関休業日にあたるときは、前営業日に繰り上げて支給する。

(支払原則および控除)

第 5条 給与は通貨で、または銀行振込にて (社員の同意を得て本人の銀行日座に)直接、

全額を支払 う。

2.前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際控除する。

(1)所得税及び住民税

(2)健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険の保険料

(賃金の日割計算)

第 6条 給与計算期間の途中において、雇い入れまたは退職した場合の給与は次の計算に

より支給する。

当月給与額= 月額給 × 給与計算期間における

在籍暦 日数給与計算期間の暦日数



(欠勤・遅刻等)

第 7条 欠勤 。遅刻 。早退・私用外出などにより所定労働時間の全部または一部を休業した

場合においては、その休業した時間に対応する月額給与は支給しない。

(特別休暇等の給与)

第 8条 別途定める年次有給休暇についてはこれを出勤したものとして取り扱い、通常の

給与を支給する。

(基準外割増勤務手当)

第 9条 時間外勤務、休 日勤務、深夜勤務をした場合には、割増勤務手当を支給する。

(1)法定労働時間 (原則として 1日 8時間、週 40時間)を超える時間外勤務については、

25%の割増勤務手当を支給する。

(2)法定休 日の勤務については、35%の割増勤務手当を支給する。

(3)勤務時間が、深夜 (午後 10時から午前 5時)に当たる場合は、25%の割増勤務手当

を支給する。

(適用除外)

第 10条  前条の規定は労働基準法第 41条第 2号に該当する管理 0監督の地位にある者

には適用 しない。また、裁量労働の対象者には適用しない。

(月 額給与額の決定)

第 11条 月額給与額またはパー トタイムの時間給額は、各人の職務の内容、能力、経験等

を考慮のうえ各人ごとに決定する。

(基本給または年俸の更改)

第 12条  職員の昇給は、原則として毎年 4月 1日 に行 うこととし、年度当初に理事会がこ

れを定める。但し当基金の運営状態によつては行わないことがある。

2.前項の評価については、次の事項について評価する。

(1)当基金の業績

(2)個人の勤務成績 (能力 0成果 0勤務態度等)



(通勤手当)

第 13条 通勤に要する交通費は、その者が公共交通機関を利用 した合理的な通勤経路の

lヶ 月分の通勤定期代を支給する。また、パー トタイム勤務者には同様に計算 した lヶ 月

の出勤日数分の実費を支給する。

(賞与の支給)

第 14条 賞与は、原則として毎年 7月 および 12月 にパー トタイムを除く職員に対 し支

給する。ただし、当基金の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情がある場合には

支給しないことがある。

(賞与の算定期間)

第 15条 賞与の算定期間は、次のとおりとする。

7月 1月 1日 6月 30日

12月 7月 1日  ～12月 31日

(賞与の算定基準)

第 16条 賞与の算定基準は、当該算定期間におけるその者の勤務成績・出勤率・貢献度

等を総合的に勘案のうえ各人ごとに、理事会が決定支給する。

(賞与の支給条件)

第 17条 賞与の支給条件は、算定対象期間の全期間を勤務した者を対象とする。

2.賞与は、支給日当日に在籍している者を対象として支給する。

3.賞与については、本規程に定めのない事項については、理事会で定める。

附則

1.本規程は平成 29年 3月 1日 より施行する。



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 LSス コラ育英基金 事 業 年 度
令和 5年 4月 1日 ～令和 6年
3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取寄附金 2,867,000 FI]

受取利息 209円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
口 計 2,867,209円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

該当なし

′」土
1日 入 先 金    額

該当な し 円

円

円

円

円

△
口 計 円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 取引の内容に関す る事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

340,000円 受取寄附金

120,000円 同上

100,000円 同上

100,000円 同上

80,000円 同 上

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

   
 

2,816,300円 寄附金 (支援事業費)

300,330円 寄附金 (支援事業費)

300,330円 寄附金 (支援事業費)

272,432 FI] 役務の提供 (業務代行手数料 )

120,660円 寄附金 (支援事業費)

取引先の氏名等
法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸付資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 と の

関   係

役務の提供の

内    容

役務の提供

年 月 日
対 価 の 額 その他 の取 引条 件 等

帳簿記帳
令和 5年
4月 14日

203,830円 な し

寄附金受領

証明書作成

令和 6年
1月 23日

68,602円 な し

円

円

円

円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額 ]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者 と特殊の関係にある者 (注 1)(以
下 「役員等」 とい う。)に対する報酬又は給与の支給について

記載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

2  役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれらの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族

② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく

は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く )

支 給 期 間 等 支 給 金 額
法人との関係

(注 2)
報酬・給与の

区    分
氏 名 職  名

ハ
Ｕ該当なし

注2)注 1の①～④の内容を に記述 します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 令和 5年 4月 1日  ～令和 6年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所    等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

  
 

令和 5年 5

月 15日

令和 5年 5

月 25日

令和 5年 10

月 5日

令和 6年 2

月 26日

令和 6年 3

月 5日

241,320円

2,816,300円

181,320円

300,330円

100,330円

児童養護施設出身の

大学等進学者に対す

る奨学金

ミャンマー国内の避難

民に対する食料等の人

道的支援と収容施設内

の子供たちの学習用機

器の支援

児童養護施設出身の

大学等進学者に対す

る奨学金

児童養護施設出身の

大学等進学者に対す

る奨学金

のための

バス代

令和 6年 3

月 20日
300,330円

児童養護施設出身の

大学等進学者に対す

る奨学金

合   計 3,939,930円

実  施  日 使 途 金   額

令 和 5年 5月 25

日

ミャンマー国内の避難民に対する食料や医薬品の人

道的支援と収容施設内の子供たちの文房具や学習用

音響機器の支

2,816,300円

※
'ご の調 ズタ年度蕉;威ι、事務所へ鰭 き、」

"1婿

・
させる必要″ゞあグま九



法人名 特定非営利活動法人LSス コラ育英基金 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

レ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表 1「役員の状況」から転配してください。

C及び⑥については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷①

① ② ③ ④ ⑤

④ 5年 4月 1日～6年 3月 31日
7人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

は レヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

(注意申D
・ 認定基準等チエック表 (第 3表)は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬親程等提出書類)の提出時においても記載及び添付す

る必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の柳 日の更新の申請に当たっては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

O墜当立登項目空Ωで国壺二_壁菫コ:壁]豊塁堕:菫旦豊回圭2_」菫」菫:聾」菫」2:盤塑[1_1と:踵」吐L:【K]E主1墨=

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申言青時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

⌒

Ψ
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
［日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無

′ヽ

有雙リ 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

第3表 (次葉)

(注意:刹Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出割Dに 記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

3

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝ID第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します|。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに言職 します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「①」から「①」)を示したものです。

①  「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はぃ」

に「○」した場合には監査証明書を添

付してくださしゝ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「はい」に「o」

した場合には、第3表付表2「帳簿組

紺口)わ渤む を言識 し瀬マ
!寸

レヽ

くアざさして

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです|。

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認1定を受けることはできません。

ぶ広
:ヽ

V



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

中村 勝洋

大坂 恒悦

宇野 哲人

黒木 秀敏

松崎 潤一

理事

理事

理事

理事

理 事

○

○

○

○

○

平成 21年 4月

9日 就任

平成 26年 5月

21日 就任

平成 26年 5月

21日就任

平成 28年 6月

1日 就任

平成 30年 6月

1日 就任

紺野 晃則

岡田 利雄

理事

監事

○

○

令和 4年 6月

1日 就任

平成 30年 6月

1日 就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人 LSス コラ

育英基金
③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 7人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最 も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数



法人名 特定非営利活動法人 I£ スコラ育英基金

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

仕訳 日記帳 税理士法人の会計ソフト

(弥生 24)使用

ルーズリーフ

毎月 7年間

総勘定元帳 税理士法人の会計ソフト

(弥生 24)使用

ルーズリーフ

毎月 7年間

書式第 9号ヽ
(法第 44条 。51条 。58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要1詢

| 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝頭し、「出籟 、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

| 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

| 「記帳の時期」欄は、lⅧ時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

,認 定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書Dに 記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人

“

スコラ育英基金 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 目 ③ ⑤ ◎ ④ ◎ ① 申訪皐寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有 ① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有 ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有 ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

ロ

イ

項 目 ④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申詳郭寺

役員の職務の内容、職員に対
‐
する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有① 有・無 有・無 有 。無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

′中ヽ

有く冬リ有。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有◎ 有。無 有・無 有・無 有。無 有 。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有③ 有・無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有 。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(注意:裏D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出翻Dに 記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。



書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 LSス コラ育英基金 チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写 し

レ



書式第14号 (法第44条・51条。58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 物∪繹抑1闇孵訳Бスコ
1寿

霧理金

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意苺喜D
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チエック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規胆等提出1癬01こ記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④
ヽ
ノ

κ
¨ヽ ◎ ④ ◎ ①

有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

レ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力Ⅵ)利益を得、又|ガ尋ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第″勘 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 面ヘ
ヽソ

有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 0無 有 0無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人Sスコラ育英基金 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 餞2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

主、」L挫堕園三コL【星堕塾1≧1垂E回□Шttz涯聖墜Z≧!壁置里」ム=コ理菫塑ヨ璽日冒菫宣望墾E菫菫墨E二立
=菫

重匡盤璽□□二lig2■上璽藝|

1二塁憂】釜i里!墨:璽1五 !墨:聾:菫l三!塁 :コ1コ回:璽:堕 :杢:日量」墜二重!壁1重:墾』:型立:L墨目1菫」聖圭〕二:11至墨:重四:艶証塁:ヨ:壁12ヨ [菫立12:塑

`週

里と豊上と:E=)o
5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認1定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特隔 .定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

“

轟ヽ
ヽン

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有

“

品ヽ
ヽツ

特定ブ糧卦l括ヨ促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

“
=ヽヽツ

暴力団の構成員等の有無 有・00

Errr'rr(2 認定又は特顔j認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

itlr''. U(ｎ
６ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」L重Eヒ11壺整箋西壁壁塑2塵日国窒[コ≧≧≧ピ菫」LL≧菫ヨLL菫」堕壁きE□壁蓄

_[【望2生上ユ堕墾L:塵 ]壁:蟹!道堕:塁笙!菫塑笙
=壼

!区聖菫圭星:空重Z霊量:≧:塁!堕!L]壼 :堕」聾」21二1墨:こi□1逝曇:ヨ置:型聖!=I二重≦≧二____

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

lil, \ ' lr(5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

暴力団 t*1,''. U6,l)

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 l*r,'.r,([-l)-

イ

ハ

イ

ロ




